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平
成
二
十
年
五
月
十
六
日
の
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
け
る
�
添
厚
生
労
働
大
臣
の
発
言
に
関
す
る
質
問

主
意
書

平
成
二
十
年
五
月
十
六
日
の
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
私
が
行
っ
た
質
問
に
対
し
、
�
添
厚
生
労
働
大
臣
は

「
軽
減
前
の
保
険
料
の
医
療
給
付
に
対
す
る
あ
れ
が
あ
り
ま
せ
ん
、
軽
減
前
は
な
い
ん
で
す
が
、
軽
減
後
で
計
算
し
ま
す
と
、

二
十
年
度
も
二
十
七
年
度
も
約
八
％
と
い
う
試
算
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
答
弁
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
以
下
の
と
お
り

質
問
す
る
。

一

軽
減
前
の
保
険
料
負
担
を
計
算
し
た
「
仮
に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
導
入
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
の
七
十
五
歳
以
上
被
保

険
者
の
保
険
料
負
担
〈
平
成
十
八
年
改
正
時
の
推
計
〉
」
が
あ
る
の
に
、
な
ぜ
「
軽
減
前
は
な
い
」
と
答
弁
さ
れ
た
の
か
お

教
え
い
た
だ
き
た
い
。

二

�
添
大
臣
が
答
弁
さ
れ
た
、
軽
減
後
で
約
八
％
と
い
う
試
算
に
つ
い
て
、
用
い
た
資
料
と
計
算
方
法
を
お
示
し
い
た
だ
き

た
い
。

右
質
問
す
る
。


